
（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
二
条

第
三
条
、
第
四
条
、
第
八
条
の
三
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。）か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
五
条

（
第
一
項
第
三
号
ニ
及
び
第
四
号
ロ
を
除
く
。）か
ら
第
十
七
条
の
三
（
第
三
項
第
一
号
ロ
を
除
く
。）ま
で
、
第

十
七
条
の
四
及
び
第
十
七
条
の
五
（
第
五
号
を
除
く
。）か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
は
、
水
道
用
水
供

給
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
二
条

第
三
条
、
第
四
条
、
第
八
条
の
三
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。）か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
五
条

（
第
一
項
第
三
号
ニ
及
び
第
四
号
ロ
を
除
く
。）か
ら
第
十
七
条
の
三
（
第
三
項
第
一
号
ロ
を
除
く
。）ま
で
、
第

十
七
条
の
四
及
び
第
十
七
条
の
五
（
第
五
号
を
除
く
。）か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
の
規
定
は
、
水
道
用
水
供

給
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
一
項
第

二
号

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
一
項
第

二
号

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
二
項

第
二
十
条
第
一
項

第
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
十
条
第
一
項

（
新
規
）

（
新
規
）

（
新
規
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、こ
れ
を
削
り
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
新
た
に
追
加
す
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
四
（
第
七
条
の
二
の
四
関
係
）

別
表
第
四
（
第
七
条
の
二
の
四
関
係
）

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

二

空
気
亜
鉛
電
池

二
〜
四
十
三

（
略
）

（
略
）

三
〜
四
十
四

（
略
）

（
略
）

備
考

十
九
の
項
に
掲
げ
る
水
銀
使
用
製
品
は
、
水
銀
使
用
製
品
に
塗
布
さ
れ
る
も
の
に
限
り
×
印
に
該

当
す
る
。

備
考

二
十
の
項
に
掲
げ
る
水
銀
使
用
製
品
は
、
水
銀
使
用
製
品
に
塗
布
さ
れ
る
も
の
に
限
り
×
印
に
該

当
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
環
境
省
令
第
八
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ

き
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

環
境
大
臣

石
原

宏
高


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